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初めに第３期形成計画の基本方針 

 

1. はじめに 

（1） 背景 

豊かで暮らしやすい市民生活や、個性・活力のあるまちづくりを推進する上で公共交通は欠かせない存在に

なっており、地域における移動手段の維持・確保は、交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、観光振興、

さらには健康、福祉、教育、環境等の様々な分野で大きな効果をもたらします。一方で、自動車への過度な

依存や人口減少・少子高齢化の進展などにより利用者の減少傾向が続いており、また、財政状況が年々厳

しくなる中、公共交通の維持は容易ではなくなってきています。さらに、新型コロナウイルス感染症により外出自

粛やテレワーク普及、移動手段のプライベート交通志向など人々の生活様式が大きく変化したことで、公共交

通を取り巻く環境は一気に１０年後の課題が顕在化したと言われており、非常に深刻な状況となっていま

す。 

このようなことから市民・交通事業者・行政などの多様な関係者が連携し、地域の移動ニーズを踏まえ、自

ら交通をデザインし公共交通を維持・確保していくことが重要となってきています。 

 

（2） 計画策定の目的 

国では、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため「地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律」が平成１９年１０月に施行された後、平成２６年１１月、令和２年

１１月※に大幅な改正が行われました。この中で、全ての地方公共団体において地域交通に関するマスター

プランとなる計画を策定した上で、交通事業者をはじめとする地域の関係者と協議しながら公共交通の改善

や移動手段の確保に取り組める仕組みを拡充するとともに、特に過疎地などでは、地域の輸送資源を総動

員して移動ニーズに対応する取り組みを促すため、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取り組み

を推進することとされました。 

河内長野市においても、これからの公共交通をどのように守り育てていくのか、その基本的な方針（マスター

プラン）として、「河内長野市公共交通のあり方」を策定し、また具体的な取り組み施策を定めた実施計画に

より公共交通施策を推進してきました。現在の実施計画である「第２期地域公共交通網形成計画」が令和

４年度で計画期間が満了するため、令和５年度からの５年間を計画年度とする「地域公共交通計画」を

策定し、現在の河内長野市の地域公共交通に必要となる施策を推進します。 

 

※令和2年11月27日に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、

原則として全ての地方公共団体において地域交通に関するマスタープランとなる計画（地域公共交通計画）を策定

した上で、交通事業者をはじめとする地域の関係者と協議しながら公共交通の改善や移動手段の確保に取り組める

仕組みを拡充するとともに、特に過疎地などでは、地域の輸送資源を総動員して移動ニーズに対応する取り組みを促

すため、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取り組みを推進することとなりました。 
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 2. 計画の概要 

（1） 計画区域 

本計画では、市全域を対象とします。 

 

（2） 計画の期間 

本市の公共交通のマスタープランとなる「公共交通のあり方」は、「河内長野市第５次総合計画」、「河内

長野市都市計画マスタープラン」、「河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を上位計画とし、「河内長

野市立地適正化計画」、「地域連携サポートプラン協定」とは関連計画として連携を図りながら、平成３０

年３月に改訂し、併せて平成３０年度から令和４年度までの具体的な取り組みを定めた「第２期地域公

共交通網形成計画」を策定しました。 

第４期の計画期間満了に伴い、今回、令和５年度から令和９年度までの具体的な取り組み施策を定め

た実施計画として、「地域公共交通計画」を策定します。 

 

表 2.1 計画の期間 

計画期 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

策定 

計画 

公共交通のあり方（基本方針） 改訂 公共交通のあり方（基本方針） 

地域公共交通 

総合連携計画 

第２期 

地域公共交通 

総合連携計画 

地域公共交通網 

形成計画 

第２期 

地域公共交通網 

形成計画 

地域公共交通計画 

計画 

期間 
平成 21～23 年度 平成 24～26 年度 平成 27～29 年度 

平成 30 年度～ 

令和 4年度 
令和 5～9年度 

 

・公共交通のあり方（平成３０年度～令和９年度） 

 
  

【目指すべき将来の姿】 

 将来も安心して生活でき、住み続けられるまちを支える公共交通 

 

【基本方針】 

 ➊まちづくり施策と連携した公共交通ネットワークの構築 

 ❷高齢化の進展や市民ニーズに対応した公共交通の実現 

 ❸利用者利便と運行効率を考慮した、市・地域住民・交通事業者等の協働による取り組みの推進 

 

【評価指標】 

 ・公共交通や暮らしやすさの市民満足度の向上 

 ・公共交通利用率・利用者数の維持 

 ・行政負担の軽減（効果的な行政投資の実現） 

 ・市民意識の醸成 
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3. 第２期地域公共交通網形成計画における実績と評価 

第２期地域公共交通網形成計画に基づき、多様な取り組みを行いました。その実績を以下に示します。 

 

（1） 取り組み概要 

表 3.1 取り組みの概要  

 

  主な取り組みで紹介 

基本方針 取り組みの方向性 具体的な取り組み 実績 

❶
ま
ち
づ
く
り
施
策
と
連
携
し
た
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築 

①まちづくり、観光等様々

な分野との連携 

・まちづくり、観光等の分野と連携し

た公共交通に係る取り組みの推

進 

・交通手段やルートを検索し、運

賃等の決済を行い、移動をシーム

レスにつなぐＭａａＳの構築 

・観光地巡回バスや二次交通の

実証実験 

・日本遺産ＰＲのためのバスラッ

ピング 

・交通環境教室の実施 

・バスマップへの観光プランの掲載 

②広域的視点による近隣

市や鉄道沿線地域との

連携 

・周辺市と連携した広域協議によ

る幹線系統の改善 

・市ホームページに路線バス天野

山線（河内長野駅前～光明

池駅）沿線観光情報を公表 

③人口減少による公共交

通の利用者減少を見据

えた、地域に応じた移動

手段確保の検討 

■交通事業者や運輸官庁等から

の多様な情報収集 

・相乗りアプリ等を活用した移動手

段確保の研究 

・自動運転によるバス運行の社会

実験計画案の検討 

・南花台モビリティ「クルクル」による

地域移動支援事業の実施 

・利用者の利便性の向上及びタクシー

事業者の生産性の向上を目的とした

相乗りアプリの研究 

④鉄道・バス・乗合タクシー

等の様々な公共交通サ

ービスの連携 

・乗継ぎ環境（ダイヤ・運賃・バス

待合施設等）の改善等による結

節点での接続性の向上 

・楠ケ丘地域乗合タクシーの三日

市町駅前停留所における上屋の

設置 

 

  

き  い  ろ： 
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基本方針 取り組みの方向性 具体的な取り組み 実績 

❷
高
齢
化
の
進
展
や
市
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
公
共
交
通
の
実
現 

⑤高齢者が利用しやすい公

共交通環境の整備によ

る外出の支援 

・高齢者が利用しやすい運行形態

の検討 

・運賃割引制度の検討および高齢

者が馴染みやすい情報発信（チラ

シ、時刻表、バスマップ等） 

・ノンステップバスの導入（車両更新

時等） 

・高齢者公共交通利用促進事業

（おでかけチケット）の実施 

・新型コロナウイルスワクチン接種

交通支援事業の実施 

・高齢者向けスマホ教室での南海バ

スアプリの紹介 

・公共施設におけるバスマップ、時

刻表の配架 

⑥運転に不安を感じられる

方が安心して免許を返納

できる交通環境の整備 

 

・公共交通の運賃割引や利用券・

企画乗車券等配布の検討 

・高齢者運転免許証自主返納支

援事業の実施 

⑦多様な交通手段の情報

収集および福祉分野との

連携 

・新たな輸送サービスの制度創設に

伴う情報収集及び検討 

・住民主体の移動支援の実施 

（大師町、南花台、美加の台、

小山田、清見台、下里）、検討

（南ケ丘） 

・事業者の地域貢献活動による輸

送サービスの検討 

⑧利用環境向上の取り組

みの推進 

・バス停新設及びフリー乗降等の利

用者利便の向上に資する環境整

備の検討・展開 

・移動需要に合わせたバス停新設

の検討 

・フリー乗降の先行事例における課

題整理 

⑨市民ニーズに対応した公

共交通サービスの実現 

・移動ニーズに即したモックルコミュニ

ティバスの運行形態の改善 

・移動ニーズに即した日野・滝畑コミ

ュニティバスの運行形態の検討 

・モックルコミュニティバスの車両更

新に伴う輸送量の増強及び重複

ルートの解消 

・モックルコミュニティバスにおける上

限 200 円運賃及び日曜日限定

同伴者割引の継続実施 

・路線バス千代田線の上限 200

円運賃の継続実施 
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基本方針 取り組みの方向性 具体的な取り組み 実績 

❸
利
用
者
利
便
と
運
行
効
率
を
考
慮
し
た
、
市
・
地
域
住
民
・
交
通
事
業
者
等
の
協
働
に
よ
る
取
り
組
み
の
推
進 

⑩地域の特性とニーズに応じた

運行の検討 

■地域のニーズにあった運行形態・サービ

スおよび運行継続条件の検討 

・モデル的な取り組みの他地域への啓発 

・地域ニーズにあった運行形態やサービス

の検討 

・運行継続条件の検討 

■公共交通空白・不便地域の実情に合っ

た公共交通の検討 

・石見川・小深・太井・鳩原地域バス「楠

坊」の運行 

・石見川・小深・太井・鳩原地域乗合タ

クシーの試行運行 

・公共交通空白地域である下里地域に

おける住民主体交通への導入支援 

・公共交通不便地である桐ケ丘におけ

る楠ケ丘地域乗合タクシーをモデルとし

た移動サービスの検討 

⑪沿線施設や交通事業者等と

の連携 

・料金施策や利用特典等による利用促進

の展開 

・バス１日フリー乗車券（モックルカード

等）の利用日に協賛店舗から特典

を提供 

⑫需要喚起のための公共交通

情報の提供 

■公共交通の利用に資する各種情報の

作成および発信 

・公共交通マップ、総合時刻表等の作成・

配布 

・市広報紙やホームページ、ＳＮＳ等の

多様な媒体の活用 

・路線や乗継、運行状況等に関する情報

提供の充実 

・ＳＮＳ（Facebook、Twitter、

LINE）での情報発信 

・ホームページでの企画乗車券などの

便利情報の発信 

・モックルコミュニティバスや日野・滝畑コ

ミュニティバス、楠ケ丘地域乗合タクシ

ーの路線図・時刻表や利用状況の公

表 

・公共施設におけるバスマップ、時刻表

の配架 

⑬市民の積極的な参加を促進

する働きかけ 

・地域交通への愛着醸成のための仕組み

や機会の検討 

・モックルコミュニティバスの車内アナウン

ス収録 

・モックルコミュニティバスでの絵画展の開

催 

⑭社会全体で支える意識の醸

成 

・市が負担する運行経費のＰＲ 

・公共交通の取り組み状況や地域の声

の発信 

・広報紙における公共交通特集の掲載

（市の交通対策事業の掲載、マイカー

から公共交通へ転換した方のインタビュ

ー、学識経験者のインタビュー） 

⑮地域住民や交通事業者等の

関係者との協働や連携を推進 

■地域住民や交通事業者等との協働や

連携のための情報発信や働きかけ、ワ

ークショップ開催等 

・過度な自動車依存からの脱却のための

ＰＲや公共交通の利用呼びかけ 

・協働の意識醸成のための勉強会やワー

クショップ開催 

・公共交通イベントや社会見学等を通し

たモビリティマネジメントの実施 

・楠ケ丘公共交通対策委員会が主体と

なった乗合タクシーの継続運行への支

援 

・石見川・小深・太井・鳩原地域乗合タ

クシーの運行に向けた検討会の設置 

・市民まつりにおける公共交通のＰＲ 

・小学校の社会見学でのバスの乗り方

教室の開催 

  



3.第２期地域公共交通網形成計画における実績と評価 
 

 

 6 

（2） 主な取り組み 

１） 交通環境教室の実施 

 

２） 南花台モビリティ「クルクル」による地域移動支援事業の実施 

 

３） 高齢者公共交通利用促進事業（おでかけチケット）の実施 

 

 

 

 

■目的 

 マイカーの普及により公共交通手段としてのバスでの移動は、特に若年層にとってその重要性の認識、ま

た、乗る機会も含めて決して高い状況とは言えないことから、移動手段としてのバスの重要性、楽しさ、ま

た、エコな乗り物であることを、幼少期より啓発する。 

■内容 

 幼稚園児とその保護者を対象に、実際の路線バス車両を活用した、見て、触れて、乗って、感じることが

出来る、体験型の交通環境教室を開催した。 

■目的 

 高齢化が進むまちで、脱炭素化の住民意識を高めながら、全国のオ

ールドタウンに共通する地域課題の解決に向け、グリーンスローモビリテ

ィとまちづくり（咲っく南花台プロジェクト）を一体的に推進することによ

り、地域循環共生圏形成の全国モデルを構築する。 

■内容 

・オンデマンド運行 

電動のゴルフカートで、乗降ポイントを約３００箇所に設定し、運行から予約受付まで地域住民

が行うオンデマンド運行。 

・定時定ルート運行（自動運転） 

ルート上に敷いた電磁誘導線上を、車載センサーが感知して、自動運転で走行。（停止、減

速、方向指示器の点灯なども自動） 

■目的 

 高齢者にバスやタクシー等で利用できる「おでかけチケット（バス・ 

タクシー利用助成券）」を配布することにより、公共交通の利用促進、 

高齢者の外出機会の創出、健康増進や介護予防、地域経済の活性化、 

市内の交流人口の増加を図る。 

■内容 

 ７５歳以上の市内在住者に「おでかけチケット」を配布。 

 ※平成３０年度：タクシー利用助成券 100円×10 枚 
  令和元年度 ：バス・タクシーで利用できるチケット 100 円×10 枚 
  令和２年度 ：バス・タクシーで利用できるチケット 100 円×10 枚 
  令和３年度 ：バス・タクシーで利用できるチケット 100 円×10 枚 
  令和４年度 ：バス市内１回無料券 10枚、タクシーで利用できるチケット 200 円×10枚 
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４） 高齢者運転免許証自主返納支援事業の実施 

 

 

５） モックルコミュニティバスの車両更新に伴う輸送量の増強及び重複ルートの解消 

 

 

６） 石見川・小深・太井・鳩原地域バス「楠坊」の運行 

 

 

７） モックルコミュニティバスの車内アナウンス収録 

  

■目的 

 運転に不安を感じている高齢者に運転免許証を自主返納するきっかけを 

提供するとともに、返納後の公共交通への移行をサポートする。 

■内容 

 市内在住の満７５歳以上の運転免許保有者が、運転免許証を自主返納した場合に、バスやタク

シー等で利用できる支援券（6,000 円相当）を進呈。 

■目的 

 モックルコミュニティバスは、高齢者の「バスから電車、そしてバスへの乗り継ぎの負担軽減」と市民の

「主要公共施設へのアクセスの向上」を行うなど、今後も重要な生活路線として維持していく必要があ

ることから、老朽化し耐用年数が迫っている車両を更新する。 

■内容 

 新車導入を契機に、高齢化に対応した運行内容を充実。 

  ・バス車両の充実：小型バス（座席数 16 名）⇒中型ノンステップバス（座席 24名） 

  ・重複ルートの廃止：「ラブリーホール前」～「市民交流センター前」間の重複を廃止 

  ・ダイヤの改善：「病院に早く行きたい」等の市民ニーズに対応し、始発ダイヤを繰り上げ 

■目的 

 南海バス小深線（石見川系統）が廃線することを受けて、本路線を利用している遠距離通学の児

童・生徒の通学手段や、沿線の地域住民の移動手段を確保する。 

■内容 

 スクールバスとしての機能を核とし、地域住民も有償で乗車可能となる自家用有償旅客運送により、

地域住民の移動手段を確保した。さらに、事業者協力型自家用有償旅客運送とすることで、効率的

で安全なサービスを提供するとともに、交通事業者の経営の安定化を図った。 

■目的 

 小学生による乗車マナー啓発のアナウンスをバス車内で放送することによ

り、利用者のマナー向上や事故防止に役立てる。また、次世代を担う子ども

達に、市民生活に欠かせないバスをより身近に感じてもらうことで愛着を醸成

するとともに、今後の利用促進に繋げる。 

■内容 

 事前収録した小学生による乗車マナー啓発のアナウンスをモックルコミュニティバスの車内で放送。 
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（3） 目標の達成状況及び評価 

目標を達成できたかどうかを客観的に測る指標として、公共交通網形成計画では以下の目標値を設定し

ていました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が大きいことから、利用者数等に関連する指標については評価対

象外としました。 

 

表 3.2 評価指標の推移と評価 

目標 評価指標 現状 目標値 

実績値 

（平成 30 年度～令和４年度） 評価 

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

公共交通や

暮らしやすさの

市民満足度

の向上 

「バスなどの公共交

通サービス」に関する

満足度 

9.0% 15.1 13.2 12.8 11.3 11.9 13.7 × 

「高齢者にとっての暮

らしやすさ」の満足度

(65歳以上で集計) 

9.7% 16.0 19.2 13.9 14.4 14.0 16.3 ○ 

公共交通利

用率・利用者

数の維持 

公共交通利用分担

率（鉄道・バス） 
17.7% 20.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 

公表後

確認 
 

河内長野駅の利用

者数 

10,343 千人/年 

（南海） 

2,541 千人/年 

（近鉄） 

10,500 

2,600 

10,228 

2,510 

10,139 

2,492 

9,950 

2,467 

9,734 

2,562 

7,669 

1,890 
- 

バス利用者数 

（Ｈ28 年度のバス

年間利用者数 を

100 とした場合） 

100 100 93.1 102.0 102.7 76.2 74.4 - 

日野・滝畑コミュニテ

ィバスの利用者数 
81,387 人/年 82,000 85,890 83,795 85,252 63,092 62,555 ‐ 

モックルコミュニティバ

スの利用者数 
58,504 人/年 59,000 59,081 58,900 58,904 48,109 50,794 ‐ 

行政負担の

軽減（効果

的な行政投

資の実現） 

くすまるの収支率 76.1% 78.6 73.3 75.2 65.5 47.0 47.2 ‐ 

モックルコミュニティバ

ス利用者１人あたり

の行政負担額 

313 円 310 303 298 309 443 401 ‐ 

市民意識の

醸成 

くすまるの利用者数 31,390 人/年 32,000 30,616 31,306 27,702 19,756 19,640 ‐ 

「市民同士の連携や

市民と行政の協働」

に関する満足度 

4.3% 16.0 7.0 5.9 7.2 5.3 5.6 × 

モビリティマネジメント

実施回数 
0 回/年 

1 回/年

以上 
3 5 5 1 0 ○ 

市民公募希望者数

（交通会議委員） 
3 人 6 人 ‐ 3 人 ‐ 2 人 ‐ × 

※評価指標のうち、利用者数等に関連する指標については、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく評価対象外「‐」として

います。 
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１） 公共交通や暮らしやすさの市民満足度の向上 

「バスなどの公共交通サービス」に関する満足度については、目標値には達しておりませんが、計画実施

前よりも指標は上昇傾向にあると言えます。また、「高齢者にとっての暮らしやすさ」の満足度についても上

昇傾向にあり、平成２９年度、令和３年度においては、目標値を上回っております。これらは、近年取り

組みを始めた「高齢者公共交通利用促進事業」や「高齢者運転免許証自主返納支援事業」による効

果が一定あったのではないかと推測されます。 

 

 
資料：河内長野市市政アンケート調査 

図 3.1「バスなどの公共交通サービス」に関する満足度 

 

 

 
資料：河内長野市市政アンケート調査 

図 3.2「高齢者にとっての暮らしやすさ」の満足度（65歳以上で集計） 
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２） 公共交通利用率・利用者数の維持 

公共交通の利用者数に関しては、新型コロナウイルス感染症により令和２年度以降は大幅に減少して

おります。令和元年度以前については、鉄道の利用状況は、「河内長野駅の利用者数」の推移より減少

傾向にあると言えます。これは、大阪市内などに働きに行く生産年齢人口が減少したためと考えられます。

一方で、バスの利用状況については、「バス利用者数」、「日野・滝畑コミュニティバスの利用者数」、「モック

ルコミュニティバスの利用者数」の推移をみると、目標値を上回る年度もあり、維持できていたと言えます。バ

スは、河内長野市内での移動がメインとなり、日常での買い物や通院などで利用されることから、高齢化が

進むにつれ、その需要は上がっていると考えられます。 

 

表 3.3 公共交通利用分担率（鉄道・バス） 

 計画実施前 目標値 実績値 
公共交通利用分担率
（鉄道・バス） 

17.7% 20.0% 未公開 

資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査（平成 22 年） 

 

 
資料：河内長野市統計書 

図 3.3 河内長野駅の利用者数 
 

 
資料：河内長野市資料 

図 3.4 バス利用者数（Ｈ28年度のバス年間利用者数を 100 とした場合）  
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資料：河内長野市調べ 

図 3.5 日野・滝畑コミュニティバスの利用者数 

 

 
資料：河内長野市調べ 

図 3.6 モックルコミュニティバスの利用者数 
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３） 行政負担の軽減（効果的な行政投資の実現） 

前述のとおり令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症により公共交通の利用者数が大幅に減少

したことで、「くすまるの収支率」は低下し、また「モックルコミュニティバス利用者１人あたりの行政負担額」は

増加しました。令和元年度以前に関しても、くすまるの収支率は徐々に悪化傾向にあったため、楠ケ丘自

治会の公共交通対策委員会において正月を運休することなどで、行政負担を軽減し運行を継続するため

の対策が取られています。モックルコミュニティバスについても、利用者が徐々に減少していたことから、新たな

ニーズを開拓するなどの見直しが必要になっています。 

 

 
資料：河内長野市調べ 

図 3.7 くすまるの収支率 

 

 
資料：河内長野市調べ 

図 3.8 モックルコミュニティバス利用者１人あたりの行政負担額 
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４） 市民意識の醸成 

くすまるの利用者数は新型コロナウイルス感染症の影響が出る以前から減少傾向が見受けられますが、

これは運行開始から約１０年が経過し、くすまるの立ち上げに携わった公共交通対策委員会の役員や利

用者の世代交代が進んだことや、地域での関心が薄れてきている可能性が考えられます。公共交通を維

持していくためには、地域住民・交通事業者・行政の三者協働で考えていく必要がありますが、継続するこ

との難しさが伺えます。また、「市民同士の連携や市民と行政の協働」に関する満足度や市民公募希望

者数の状況からも、市民同士や行政との関わり方について、市民一人ひとりが「自分事」として捉え関わっ

ていく意識が希薄になってきていると推測されます。 

このようなことからも、モビリティマネジメント※など行政からより一層地域住民との対話をする機会を増やす

などの取り組みが必要になっていると考えられます。 

 

※モビリティマネジメントとは、１人１人のモビリティ（移動）が社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な自動車利

用から公共交通等を適切に利用する等）に変化することを促す、コミュニケーションを中心とした啓発活動をいいます。 

 
資料：河内長野市調べ 

図 3.9 くすまるの利用者数 
 

 
資料：河内長野市市政アンケート調査 

図 3.10「市民同士の連携や市民と行政の協働」に関する満足度  
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表 3.4 モビリティマネジメント実施回数（目標値 １回／年以上） 

年度 実施内容 

平成 29 年度 

市民まつり 公共交通ＰＲブース 

商工祭 公共交通ＰＲブース 

モックルコミュニティバス絵画展の開催 

平成 30 年度 

市民まつり 公共交通ＰＲブース 

商工祭 公共交通ＰＲブース 

三日市幼稚園 交通環境教室 

モックルコミュニティバス絵画展の開催 

モックルコミュニティバスの車内アナウンス収録 

令和元年度 

市民まつり 公共交通ＰＲブース 

南海バス営業所 社会見学 

高齢者向けスマホ教室 

モックルコミュニティバスの車内アナウンス収録 

モックルコミュニティバス絵画展の開催 

令和２年度 高齢者向けスマホ教室 

令和３年度 未実施 

 

表 3.5 市民公募希望者数（交通会議委員） 

 
平成 28 年度 

計画実施前 
平成 30年度 令和 2年度 

市民公募希望者数 

（交通会議委員） 
３人 ３人 ２人 

 

  

 

第２期地域公共交通網形成計画に基づき多様な取り組みを行い、新型コロナウイルス感染症の影響を

受ける以前は、目標達成に向けて概ね順調に推移していました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で

不要不急の外出控えや新しい生活様式等により、外出行動や公共交通利用者が減少しています。 

新型コロナウイルス感染症の影響に対応した新たな取り組みも実施し、公共交通利用者数は回復傾向に

あるものの、元の水準には戻っていません。また、くすまるは地域における担い手の引退などによって、支える意識

が希薄化している恐れもあります。 

今後は、公共交通ネットワーク・サービスの維持がさらに困難になることが懸念されるため、引き続き社会情

勢や市民ニーズに対応しながら、まちづくり施策と連携するとともに行政、地域住民、交通事業者の協働で、公

共交通の維持・最適化に取り組む必要があります。 

取り組みの総括と今後の方向性 
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4. 市政アンケートの調査結果 

公共交通に関する市民の意見を把握するため、令和３年度の市政アンケートの一部で公共交通に関する項

目の調査を実施しました。主な回答結果は以下のとおりとなっています。 

 

① 市内でのバス・タクシーの利用について 

バスを利用していない理由とタクシーを利用していない理由の１位は、ともに「車やバイク等の方が便利」とく

なっています。また、バスでは第３位以下が「便数が少なく利便性が悪い」、「運賃が高い」、「自宅からバス停

までの距離が遠い」の順となっており、タクシーでは２位に「経済的な負担が大きい」が挙がっています。このよう

なことから、バスに対しては利便性の向上、タクシーに対しては経済的な面での対策が求められていることがわ

かります。 

なお、「歩いて目的地（駅など）へ行ける」はコンパクトな都市の現れと捉えられます。 

 

 
資料：令和３年度 河内長野市市政アンケート調査 

図 4.1 バスを利用していない理由（複数回答） 

 

 
資料：令和３年度 河内長野市市政アンケート調査 

図 4.2 タクシーを利用していない理由（複数回答）  
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② 重要と考える公共交通施策 

重要と考える公共交通施策についてみると、「高齢者への公共交通利用に対する支援制度」がバスを利用

している方の１位、利用していない方の２位となっており、高齢者への対策が一番の課題と考えられます。その

ほか、「免許を返納した人への公共交通利用に対する支援制度」がバスを利用している方の３位、利用して

いない方の１位、「市内の公共交通（バス・タクシーなど）が定額で乗り放題になるなどの運賃施策」が、バス

を利用している方の４位、利用していない方の３位と上位となっております。 

また、バスを利用している方は、上記の他、路線バスの運行本数や運行時間帯、運賃も上位となっており、

利用維持や頻度向上に重要と考えられます。一方、利用していない方は、商業施設や鉄道駅、バス停、団

地内移動等のアクセス・移動手段へのニーズも見られ、新たな利用者の発掘に重要と考えられます。 

 

【バス利用あり】 

 
 

【バス利用なし】 

 
 

【合計】 

 
資料：令和３年度 河内長野市市政アンケート調査 

図 4.3 重要と考える公共交通施策（１～３位を回答） 
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路線バスの上限運賃や均一運賃の導入（運賃の上限が２００円になるなど）

最寄りの鉄道駅への移動手段の確保

幹線道路沿いの商業施設などへの公共交通のアクセス強化

自動運転の試行・導入

最寄りのバス停までの移動や団地内での移動など、自宅周辺の短距離の移動手段の確保

地域の支え合いによる移動サービス

待合環境の改善（バス停の屋根やベンチの整備など）
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③ スマートフォンでの経路検索などの利用度 

スマートフォンの普及率や公共交通での活用に関して、普及率は９割近くになっており、また、公共交通関

係で利用している方は６割を超えています。年齢別にみても６０歳以上でもスマートフォンは普及しています

が、公共交通の経路検索などに利用している割合は年齢が上がると低くなっています。 

今後、電気通信事業者においても３Ｇ回線が令和８年３月で終了することが決定されており、スマートフ

ォンの普及が一層加速するものと考えられ、前問の第３位の定額サービスなどもスマートフォンアプリ等で普及

する可能性が示唆されます。ただし、高齢者をターゲットとした取り組みに活用する際は、スマートフォンを持って

いないもしくは公共交通の経路検索などに不慣れな割合が高いことに留意する必要があります。 

 

 

 
資料：令和３年度 河内長野市市政アンケート調査 

図 4.4 スマートフォンでの経路検索などの利用度 
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④ 地域の支え合いによる移動サービス 

高齢化が進む地域では従来よりもきめ細かな移動サービスが求められており、こうした状況から、近年、公共

交通の維持が困難な地域や地域内の短距離の移動において、地域の住民が運転手を担う、地域の支え合

いによる移動サービスが注目されています。このような取り組みに関して、「必要だと思う」と回答した方は

72.6％にも上っております。一方で、自らが利用するかについては、「利用しようと思う」が 50.６％、「利用し

ようと思わない」が４9.4％となり半分に分かれる結果となりました。「利用しようと思わない」理由については、

「気兼ねする」が最も多く、次いで「安全面で不安がある」が多くなっています。また、どの程度協力できるかにつ

いては、「わからない」が最も多くなっています。 

地域の支え合いによる移動サービスに関しては、生活支援活動の一環として実施されている比較的新しい

取り組みであることから、今後、利用者・住民の意見やニーズを踏まえながら、公共交通との連携を検討してい

く必要があります。 

 
資料：令和３年度 河内長野市市政アンケート調査 

図 4.5 必要度 

 
資料：令和３年度 河内長野市市政アンケート調査 

図 4.6 利用意向 

 
資料：令和３年度 河内長野市市政アンケート調査 

図 4.7 利用しようと思わない理由（複数回答） 

 
資料：令和３年度 河内長野市市政アンケート調査 

図 4.8 協力度（複数回答） 
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⑤ コロナ前と現在と比較しての外出頻度 

新型コロナウイルス感染症による外出頻度への影響については、コロナ前で「週に６日以上」が 41.9％、

「週４～５日」が 30.4％となっていたものが、現在はそれぞれ 24.2％、29.6％と大幅に移動を控えていると

考えられます。また、コロナ収束後においても、それぞれ 38.7％、29.5％となっています。 

コロナが収束しても、外出の減少やテレワークの普及などにより以前の水準には戻らないものと考えられます。 

 

 
資料：令和３年度 河内長野市市政アンケート調査 

図 4.9 コロナ前、現在、収束後の外出頻度 
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公共交通として、免許を返納した人や高齢者への公共交通利用に対する支援が求められています。また、定

額乗り放題へのニーズも高いことが伺えます。 

バスを利用している方のニーズは、路線バスの運行本数や運行時間帯、運賃も上位となっており、利用維持

や頻度向上に重要と考えられます。また、利用していない方は上記の他、商業施設や鉄道駅、バス停、団地内

移動等のアクセス・移動手段へのニーズも見られ、新たな利用者の発掘に重要と考えられます。 

背景として、高齢化により長距離移動が困難になってきていることが想定されます。免許返納も高齢者が多い

ことから、特に高齢者への公共交通利用支援が重要です。 

地域の支え合いによる移動サービスは必要と認識している人の割合が高く、今後の検討が必要です。 

外出頻度はコロナ前に比べて収束後でも４～６日／週の割合が減少しており、以前の水準には戻らないと

考えられ、公共交通利用者数としても影響を受けることから、需要回復に向けた取り組みが必要です。 

市民意向の総括 
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5. 公共交通の課題と取り組みの方向性 

第２期地域公共交通網形成計画における取り組み、新型コロナウイルスの影響・状況及び結果と市政アンケ

ートの調査結果を踏まえ、公共交通として以下の課題があります。 

 

計画に基づく取り組み概要（●）と新型コロナウイルス感染症の影響・状況（■）及び結果 

【コロナ以前 H30～R元年度】  
●市民まつりやスマホ教室での公共交通利用の呼びかけや、地域との勉強会開催などの社会全
体で支える意識醸成や協働による取り組みを続行。 

●高齢者が移動しやすい仕組みづくりとして、新たに「おでかけチケット」をスタート。 
●市内移動の利便を維持するため、モックルバスのダイヤおよびルートの一部変更実施。など 

  

【コロナ禍 R2～R3 年度】 
■外出自粛や行動範囲の縮小、テレワークなど新たな生活様式の導入により、公共交通利用者激減。 
■感染リスクから、乗り合いとなる公共交通が敬遠される。 
■人との接触機会が減り、公共交通の利用の呼びかけや地元住民との勉強会の開催も見合わ
せが続く。 

■交通事業者の経営状況が悪化し、市内に初の廃止路線が発生。 
■コロナの長期化や燃料高騰により、過去類を見ないほど、交通事業者を取り巻く環境は厳しさを増す。 
●高齢者の交通事故増加を背景に、マイカーから公共交通への切り換えをサポートする支援制度
を開始。 

●国の臨時地方創生交付金を活用し、お得なバス・タクシーチケットの販売や、ワクチン接種乗車
券（65 歳以上）の配布。など 

  

【ウィズコロナ、アフターコロナ R4 年度】 
●路線廃止区間の小中学生の通学手段確保のため、自家用有償運送“楠坊”の運行を開始。 
●“楠坊”の運行ではカバーしきれない早朝・夜間の通勤手段確保のため、乗合タクシーの試行を実施。 
●移動ニーズの変化に合わせ、くすまるにおいては運行形態の見直し（日祝運行取りやめ）を実施。など 
 

市政アンケート調査結果 

・バスには利便性、タクシーには経済面での負担や高齢者や免許返納者への支援制度への要望が高い。 
・公共交通の利用に際して経路検索などの際に、6 割の方がスマートフォン等を利用している。 
・公共交通を補完する地域の支えあい移動サービスへの関心・ニーズが高まってきている。 

  
 

   

公共交通の課題 

①アフターコロナを見据えた公共交通網の再編・最適化      

②コロナ禍で打撃を受けた交通事業者への支援及び社会全体で支える機運醸成  

③高齢者に対する公共交通を活用した移動支援          

④既存交通の補完となる地域の支え合いによる移動サービスとの連携  
 

  

公共交通の 
利用状況は 
コロナ以前の 
水準に 
回復せず 

コロナにより移動 
ニーズが変化し、 
それに対する 
取り組み結果を 
今後検証 

概ね目標達成し、 
公共交通の維持

に寄与 

結果 
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これらの課題を踏まえて、「公共交通のあり方」の基本方針ごとに、以下の対応が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 公共交通の課題と基本方針  

アフターコロナを見据えた 

公共交通網の再編・最適化 

高齢者に対する公共交通 

を活用した移動支援 

コロナ禍で打撃を受けた 

交通事業者への支援及び 

社会全体で支える機運醸成 

既存交通の補完となる 

地域の支え合いによる 

移動サービスとの連携 

 まちづくり施策と連携した公共交通ネットワークの構築 

 高齢化の進展や市民ニーズに対応した公共交通の実現 

 利用者利便と運行効率を考慮した、市・地域住民・ 

  交通事業者等の協働による取り組みの推進 

基本方針：   ～  年度 

従来のまちづくり施策との連携を基本としつつ、コロナ禍の急激

な社会変化に対応した公共交通の再編・最適化の検討。 

コロナで打撃を受けた市民生活や交通事業者への支援策の検討。 

高齢者公共交通利用促進事業「おでかけチケット」の継続のほか、

昼間の交流人口や移動総量を増やすための、より最適な施策の

検討。新たな技術を活用した公共交通の研究。 

 対応 

対応 

対応 

さらに厳しさが増した公共交通を取り巻く環境を社会全体で支

えるために、地域との対話を通じた地域特性に合わせた取り組

みの推進。 

公共交通の課題 
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前述の課題を踏まえ、「公共交通のあり方」の基本方針ごとに以下の取り組みの方向性を設定します。なお、

河内長野市ではＳＤＧｓを推進すべく、これらのゴールとの関係性を意識しながら各種施策に取り組みます。 

 

① まちづくり施策と連携した公共交通ネットワークの構築 

交通はあくまでも移動手段であり、目的にはなりえないことから、他の分

野（観光、健康、福祉、教育、環境など）との連携は欠かせません。 

本市では、人口減少・高齢化の進展を背景として、誰もが安心して健康で快適に生活できる環境を実現

するため、「集約型連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」を目指しており、まちづくり分野との連携も非

常に重要と考えています。例えば、居住誘導区域の拠点等をつなぐ軸を中心に公共交通の存続・充実を図

ることで住民の利便性を確保しつつ、一方では地域の実情に応じた交通手段を展開し、効率的な公共交通

ネットワークを構築するなど、メリハリを付けた取り組みを推進していきます。 

また、アフターコロナにおいても外出需要の減少が想定される中、外出目的となる施設やイベント等と連携し

て公共交通が移動の際の選択肢となるよう公共交通の利便性向上や利用促進を図ることが重要です。また、

本市においては、３つの日本遺産を有していることから、豊富な地域資源を活用し、観光振興を支える公共

交通の役割が重要となります。さらに、近年では地球温暖化対策として、マイカーから公共交通機関への転換

が注目を浴びるなど環境分野とも連携を強めています。 

 

☞将来像である「集約型連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」を目指した取り組みの推進 

☞他分野と有機的に連携した公共交通施策の展開 

 

② 高齢化の進展や市民ニーズに対応した公共交通の実現 

高齢になると、車の運転に不安を感じることから公共交通の潜在的な需要は高まりますが、

実際は利便性の高いマイカーを利用した生活に慣れ、なかなかマイカーを手放せなかったり、また、

駅・バス停などの交通拠点から自宅や目的地までの距離の移動が困難になったりすることから、様々な対策が

必要になってきます。 

一方で採算性の問題や運転手不足などから公共交通で対応できる限度もあるため、福祉的な側面から、

生活支援の一環として地域住民が自ら輸送する取り組みが進められております。このような地域の支え合いに

よる移動サービスが、基幹的な公共交通を補完し、よりきめ細かな移動手段を提供していくことが重要と考え

ます。 

また、公共交通に対する市民ニーズへの対応として、従来の運賃施策等はもとより、スマートフォンなどのＩ

ＣＴ端末を活用し、詳細なニーズを把握し、移動の効率化や簡便化、さらにコストを抑えた移動を実現する

ことで市民生活の向上を目指します。 

 

☞基幹的な公共交通と補完的な移動サービスの連携による高齢者ニーズにきめ細かに対応した移動手段の提供 

☞ＩＣＴを活用したニーズ把握により高い利便性を実現した公共交通サービスの検討 
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③ 利用者利便と運行効率を考慮した、市・地域住民・交

通事業者等の協働による取り組みの推進 

新型コロナウイルス感染症が公共交通へ及ぼした影響は非常に

大きく、交通事業者の経営は深刻な状況に陥っていたことから、市

ではプレミアム事業（バス１日乗り放題周遊チケット・タクシー初乗り運賃チケットの販売）などの公共交通

利用喚起施策や地域公共交通事業者への支援金の給付、また、国においても地域公共交通確保維持改

善事業費補助金を増額するなどの対応を取り、公共交通の維持に努めてきました。現在は、コロナのワクチン

や治療薬の開発が進んだことで日常を取り戻しつつあり、公共交通利用者数も徐々に回復してきているところ

です。一方で、コロナにより生活スタイルが変化しており、公共交通利用者数は完全には元の状態までは戻ら

ないと見込まれることから、公共交通網全体を維持・最適化し、移動手段を確保していくことが必要となります。

そのためには、地域特性やニーズを把握する上でも、交通事業者や行政だけではなく、地域住民が「自分事」

としてとらえ、地域公共交通の意義や役割を理解し、三者協働による取り組みを推進していくことが重要と考

えます。 

 

☞三者協働による公共交通ネットワークの維持・最適化の検討 

☞地域住民が公共交通を「自分事」として考える意識の醸成 

 

表 5.1 取り組みの方向性 

基本方針 取り組みの方向性 

➊まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

・将来像である「集約型連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」を

目指した取り組みの推進 

・他分野と有機的に連携した公共交通施策の展開 

❷高齢化の進展や市民ニーズ

に対応した公共交通の実現 

・基幹的な公共交通と補完的な移動サービスの連携による高齢者ニー

ズにきめ細かに対応した移動手段の提供 

・ＩＣＴを活用したニーズ把握により高い利便性を実現した公共交通

サービスの検討 

❸利用者利便と運行効率を

考慮した、市・地域住民・交

通事業者等の協働による取

り組みの推進 

・三者協働による公共交通ネットワークの維持・最適化の検討 

・地域住民が公共交通を「自分事」として考える意識の醸成 
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 6. 具体的な取り組み 

    目標を達成するために取り組むべき事業を、基本方針別に示します。 

 

 

基本方針 取り組みの方向性 具体的な取り組み 

❶まちづくり施策

と連携した公共

交通ネットワー

クの構築 

①将来像である「集約

型連携都市（ネッ

トワーク型コンパクト

シティ）」を目指した

取り組みの推進 

■広域的な視点での幹線系統の最適化の検討 

・移動需要に応じたより広域視点での事業者・周辺自治体との連

携や、路線や駅が担うべき役割を検討 

■居住誘導区域の拠点等をつなぐ軸を中心に公共交通の利便

性を向上 

・公共交通による生活利便施設（医療・福祉施設、商業施

設）へのアクセス利便性向上の取り組みの推進 

■まちが活性化するコミュニティバスの運行形態の検討 

・移動ニーズや利用状況を踏まえつつ、まちが活性化するよう日

野・滝畑コミュニティバスやモックルコミュニティバスのルート、ダイヤ、

運賃等の運行形態を検討 

②他分野と有機的に

連携した公共交通

施策の展開 

■観光・商業分野との連携による公共交通の利用促進 

・観光施設と連携したお得な企画乗車券の発行 

・観光スポットへの公共交通アクセス情報の積極的な発信 

・公共交通を利用した観光ルートの紹介 

・商店街や商業施設等で買物をした人に対して商業事業者と連

携した買物客への公共交通利用割引サービスの検討 

・まちづくりと一体となった公共交通利便向上の事例研究 

■環境に配慮した公共交通の取り組みの推進 

・走行時に CO2を排出しない電動バスの導入検討 

・SDGs 視点によるマイカーから公共交通への転換の推進 

❷高齢化の進展

や市民ニーズに

対応した公共

交通の実現 

③基幹的な公共交通

と補完的な移動サ

ービスの連携による

高齢者ニーズにきめ

細かに対応した移

動手段の提供 

■高齢者向けの公共交通施策の改善・充実 

・既存の高齢者公共交通利用促進事業、運転免許証自主返

納支援事業の改善や新たな高齢者向け施策の検討 

■高齢者ニーズに対応した運行形態の研究 

・利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行うデマンド交通などの研

究 

 

 

 

 

 ★目指すべき将来の姿★ 

“将来も安心して生活でき、住み続けられるまちを支える公共交通” 
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基本方針 取り組みの方向性 具体的な取り組み 

❷高齢化の進展

や市民ニーズに

対応した公共交

通の実現 

④ＩＣＴを活用し

たニーズ把握によ

り高い利便性を

実現した公共交

通サービスの検討 

■公共交通に関する新技術やサービスの情報収集 

・スマートフォンを利用した経済的負担軽減や利便性向上が見込

まれる公共交通サービスの研究 

・３Ｄマップを活用した移動環境の実態把握による公共交通網の

最適化 

・人工知能 AI により制御された自動運転技術など未来の公共交

通に向けた取り組みの研究 

■移動を便利にする MaaS の構築 

・ルート検索、予約、決済などを一括で行いシームレスな移動を提

供するとともに、乗り継ぎ割引、家族割引、サブスク（定額運

賃）などお得なサービスを提供 

❸利用者利便と運

行効率を考慮し

た、市・地域住

民・交通事業者

等の協働による

取り組みの推進 

⑤三者協働による

公共交通ネットワ

ークの維持・最適

化の検討 

■地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系統、地域

内フィーダー系統補助金）の活用 

・生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特

性・実情に最適な移動手段が提供されるよう国の補助金を活用

し、地域公共交通を確保・維持 

■地域における輸送資源との連携 

・既存の公共交通を阻害しない範囲で、各種送迎輸送（病院、

介護施設、企業（従業員用）、スクールバス、宿泊施設等）の

活用を検討 

■三者協働による移動手段の確保及び負担のあり方の研究 

・公共交通空白・不便地域において、市・地域住民・交通事業者

の三者協働による移動手段を確保 

・既存の公共交通の維持に向けた三者協働による取り組みの推進 

・持続可能な公共交通を構築するために、運賃収入（収支率）

と行政や地域等との負担のあり方を研究 

⑥地域住民が公共

交通を「自分事」

として考える意識

の醸成 

■意識醸成の各種取り組み 

・これまでの取り組み（バス展示、見学会、絵画展・車内放送、モ

ビリティマネジメント、広報紙での広報等）に加え、動画作成など

新たな情報発信を行うことによる公共交通の PR 

■公共交通の多様な効果の検討（クロスセクター） 

・地域公共交通を廃止したときに追加的に必要となる多様な行政

部門の分野別代替費用と、運行に対して行政が負担している財

政支出を比較することにより把握できる地域公共交通の多面的

な効果を検証 

 

 ★目指すべき将来の姿★ 

“将来も安心して生活でき、住み続けられるまちを支える公共交通” 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

① 将来像である「集約型連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」を目指した取り組みの推進  

広域的な視点での幹線系統の最適化の検討 

市内を運行しているバスは市内で完結する路線だけではなく、周辺市町村にも広域にまたがって運行し
ています。そのため、河内長野市内だけでなく周辺市町村と連携して、広域的な視点で周辺市町村や鉄
道沿線地域と連携し、各路線や駅が担うべき役割を検討します。 

 
 

● 周辺市町村と連携した広域協議による幹線系統の改善 

市内完結路線以外に、光明池・泉ヶ丘（堺市、和泉市
方面）や小吹台・金剛山（千早赤阪村方面）を結ぶ路
線が存在しています。こうした路線は、１自治体だけでなく、
沿線で連携して取り組むことで効果が期待されます。 

これまでにも、バス１日乗り放題「ワイドモックルカード（河
内長野市と千早赤阪村をカバー）」が販売されたり、市ホー
ムページに路線バス天野山線（河内長野駅前～光明池
駅）沿線観光情報を公表するなど取り組んできましたが、さ
らなる改善の必要があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者 

 

資料：奈良県HP 

〔複数市町村に跨る広域路線の改善策検討の例〕 

奈良県公共交通基本計画では、“「公共交通とまちづくり

等の検討プロセス」の強化“が位置付けられ、多様な関係者

が参加する「エリア公共交通検討会議」を中心に取り組みが

推進されています。 

資料：南海バス 

 

天野山線沿線観光情報 

WS 形式で関係者
で協議 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

① 将来像である「集約型連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」を目指した取り組みの推進 

居住誘導区域の拠点等をつなぐ軸を中心に公共交通の利便性を向上 

立地適正化計画における居住誘導区域の拠点等をつなぐ軸を中心に、バスで生活利便施設（医療・
福祉施設、商業施設）にアクセスできるよう、便数や運行ルートなど利便性向上の取り組みを推進しま
す。 

 
 

● 居住誘導区域の拠点等をつなぐ軸を中心に公共交通の利便性を向上し、ゆるやかな居住
誘導を図る 

生活利便施設へバスでアクセスできるように便数や運行ルートを改善することで、公共交通の利便性
が向上し、ゆるやかな居住誘導や集約型連携都市の実現につながることが期待されます。 

  
  

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者 

  

〔市街化区域や中心部区域の公共交通の利便性向上を図る取り組みの例〕 

青森県弘前市では、地域公共交通網形成計画において、「需要に応じ、需要を創出するメリハリある運行の実施」

として、市街化区域の走行キロを人口比に合わせて向上させることを目指すとともに、中心部区域の運行間隔を郊外

や田園地域よりも向上させるための目安を設定しています。 

市街化区域内の人口比率
は 69.7％のため、走行キロ
も 69.7％程度まで高める。 

資料：弘前市 HP「弘前市地域公共交通網形成計画（H28.3）」 

中心部区域ではオフピー
ク時間も運行間隔 30分
を確保 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

① 将来像である「集約型連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」を目指した取り組みの推進 

まちが活性化するコミュニティバスの運行形態の検討 

市内には、コミュニティバスが２路線運行しています。日野・滝畑コミュニティバスは、生活路線として住民
の移動手段を確保するだけでなく、近年では、沿線上に道の駅「奥河内くろまろの郷」やレジャー・観光施
設などが点在していることから、観光路線としての役割を担っています。また、モックルコミュニティバスについて
は、既存バス路線と連絡することで、バス交通ネットワークを体系的に整備し、公共施設・医療施設などへ
のアクセス性を高めています。これら２路線について、最適な運行形態を検討します。 

 
 

● 移動ニーズや利用状況を踏まえつつ、まちが活性化するよう日野・滝畑コミュニティバ
スやモックルコミュニティバスのルート、ダイヤ、運賃等の運行形態を検討 

日野・滝畑コミュニティバスは曜日やダイヤによって利用者数に偏りがあるため、利用ニーズを把握しつ
つ、最適な運行形態を検討します。 

モックルコミュニティバスは、上限 200 円運賃や日曜日同伴者割引を実施するなど、利用促進施策を
展開し、利用者の増加を図ってきました。今後は、移動ニーズや利用状況を踏まえつつ、まちづくりの方向
性と歩調を合わせ、効率的な運行形態を検討します。 

 
 

 〈現在の運行ルート〉 

      日野・滝畑コミュニティバス                    モックルコミュニティバス 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者 

  

資料：河内長野市 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

② 他分野と有機的に連携した公共交通施策の展開  

観光・商業分野等との連携による公共交通の利用促進 

観光分野では、観光施設と連携したお得な企画乗車券の発行、観光スポットへの公共交通アクセス情
報の積極的な発信、公共交通を利用した観光ルートの紹介などを行うとともに、商業分野では、商店街や
商業施設等で買物をした人に対して商業事業者と連携した買物客への公共交通利用割引サービスの検
討を行います。 

また、まちづくりと一体となった公共交通利便性向上の事例研究を行います。 
 
 

● 観光施設と連携したお得な企画乗車券の発行 

観光施設の入場料割引や特典が付与され、公共交通が乗り放題のお得な企画乗車券を発行しま
す。これまでにもバスが乗り放題で特典が付与されるモックルカード、ワイドモックルカードが発行されていま
すが、エリア拡大、交通手段拡大、特典拡大等さらに魅力的な企画乗車券の発行を目指すことで、観
光来訪者や公共交通利用者の増加が期待されます。 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特典の一例 

● 観光スポットへの公共交通アクセス情報の積極的な発信 

市内には国宝、重要文化財、日本遺産、自然・景勝地等、様々な観光スポットが存在しており、ホー
ムページやリーフレット、SNS 等で情報発信しています。現在も位置情報や公共交通手段等は記載され
ていますが、より詳細な、公共交通を利用してみようと思えるアクセス情報や上記の企画乗車券等の情
報を積極的に発信していきます。これにより、観光来訪者や公共交通利用者の増加が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：河内長野市ＨＰ 

 

〔河内長野市におけるこれまでの取り組み事例〕 

河内長野市内でバスが1日乗り放題になるモックルカード（おとな650円）又はワイドモックルカード（900円）

を利用すると、沿線施設でパンやコーヒーのサービス、施設入場料や商品の割引等の特典が受けられます。 

市 HP だけでなく南海バス HP
や連携観光施設等でも PR 

所要時間だけでなく系
統や行先、運行間隔、
運賃等も案内 

資料：河内長野市観光協会ＨＰ 
 

〔河内長野市におけるこれまでの取り組み事例〕 

河内長野市内観光協会 HP では、バスで行ける観光コースが案内されており、バスや徒歩移動の所要時間が

記載されています。 
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● 公共交通を利用した観光ルートの紹介 

公共交通が身近に存在していたり、日ごろ利用したりしていても、観光スポットの存在やアクセス手段を
知らなければ来訪しない可能性があります。また、自動車を持たない層が増加傾向にある中、公共交通
を利用して観光できるルート情報があれば、来訪機会につながる可能性があります。そのため、公共交通
を利用した観光ルートの紹介により、市民や既存来訪者、新規来訪者の来訪機会増大や機会創出が
期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県花巻市観光協会HP 

出発地別に選択可能 

５種類のコースが
平日・土日祝日別
で選択可能 

出 発 ・ 到 着 時
刻、料金、路線
名等が記載され
ている 

〔花巻市における公共交通を活用した観光コースの紹介事例〕 

花巻市では、公共交通を活用した観光コースを、２つの出発地別に５種類のコースを平日・土日祝別で紹介

しています。詳細ページでは、出発・到着時刻、料金、路線名等の公共交通情報が記載されています。 
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● 商店街や商業施設等で買物をした⼈に対して商業事業者と連携した買物客への公共交
通利用割引サービスの検討 

商業施設で買い物をすると一定時間駐車料金が無料になるサービスを提供しているケースが見られま
す。公共交通を利用した場合も同様に、買物客へ一定金額以上購入すれば割引券や片道無料乗車
券等を配布することで、買物客や公共交通利用者が増加することが期待されます。 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● まちづくりと一体となった公共交通利便向上の事例研究 

公共交通の利便性確保や快適な歩行空間の創出を目指して導入されている駅周辺や観光スポット
における自家用車の規制や、公共交通アクセスの向上事例を研究し、公共交通利用の促進策の検討
に役立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者、商業事業者 

往路で料金を支払うと、復路
は無料乗車券をもらえる 

乗車料金の割引ではないが、コミュニティバス
を利用するとスペシャルクーポンがもらえる 

〔みのおキューズモールにおけるバス無料乗車券等の配布事例〕 

みのおキューズモールでは、シャトルバスに乗車した際、往路で料金を支払うと復路で無料乗車券を配布してい

ます。また、コミュニティバスを利用すると、施設で利用できるスペシャルクーポンを配布しています。 

資料：姫路市ＨＰ、国土交通省HP 
 

〔姫路市における取り組み事例〕 

姫路市は車移動が中心となっているが、姫路駅においてトランジットモールを導

入し、交通結節機能の大幅な向上を図り、公共交通サービスを向上させた。 

また、道路空間配分の見直しによる道路交通環境の改善（車道減少、歩道

拡幅）など、 快適な歩行環境を創出した。 

車両通行禁止し、
トランジットモール化 

注：シャトルバスの運行および無料乗車券配布は２０２２年９月に終了しております 

資料：みのおキューズモール HP 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

② 他分野と有機的に連携した公共交通施策の展開  

環境に配慮した公共交通の取り組みの推進 

走行時に CO2を排出しない電動バス等の導入について、事業者と検討します。 

また、SDGｓの観点から、通勤や買い物などにおける移動手段をマイカーから公共交通へ転換する取り
組みを推進します。 

 
 

● 走行時に CO２を排出しない電動バス等の導入検討 

2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現が進められており、公共交通においてもゼロカーボン
の取り組みが進められています。バス車両を電動にすることで、走行時のCO２は０となり、環境負荷軽減
が期待されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

● SDGs視点によるマイカーから公共交通への転換の推進 

バスは公共交通機関として一度に多くの人を運ぶことができるため、輸送１人あたりの CO２排出が少
ない手段です。さらに、電気バスになればその効率が上がることとなるため、マイカーから公共交通へ転換
するための公共交通の利便性向上や利用促進が必要です。これにより、CO２の削減が期待されます。 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者 

資料：●● 

資料：国土交通省「電動バス導入ガイドライン概要」 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

③ 基幹的な公共交通と補完的な移動サービスの連携による高齢者ニーズにきめ細かに対応した移動手段の提供  

高齢者向けの公共交通施策の改善・充実 

既存の高齢者公共交通利用促進事業、高齢者運転免許証自主返納支援事業の改善や新たな高
齢者向け施策を検討します。 

 
 

● 既存の高齢者公共交通施策の改善や新たな高齢者向け施策の検討 

本市ではこれまでにも高齢者公共交通利用促進事業として、バスおでかけチケット＆タクシーおでかけ
チケットを改善しながら配布してきました。また、あわせて外出のきっかけづくりとなるよう「まちなかクーポン」
も同時配布しています。こうした取り組みに対する市民要望を反映して改善するとともに、公共交通を利
用して行けるお出かけ情報やイベント情報の発信や、より魅力的な特典付与等、高齢者向けの新たな
施策を検討します。 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者 

 

  

資料：河内長野市HP 

〔河内長野市におけるこれまでの取り組み事例〕 

令和４年度は令和３年度の取り組みを拡大し、１枚で河内長野市内のバス乗降が１回無料になるバスおで

かけチケット 10 枚配布や、１乗車１人２枚まで使えるタクシーチケット 200 円券を 10 枚配布してきました。これ

はコロナで影響を受けた市民生活の応援でもあります。 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

③ 基幹的な公共交通と補完的な移動サービスの連携による高齢者ニーズにきめ細かに対応した移動手段の提供  

高齢者ニーズに対応した運行形態の研究 

定時定路線型の運行形態に適さないものの移動手段の確保が必要な場合、利用者の移動ニーズに応
じて柔軟な運行を行うデマンド交通などを研究します。 

 
 

● 利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行うデマンド交通などの研究 

路線バスは定時定路線で大量輸送に適しているものの、移動ニーズが少量で多様な場合には適して
おらず、ニーズに応じて柔軟に運行するデマンド交通が適していると考えられます。デマンド交通は事前予
約が必要となり、スマートフォンを活用すると利便性が高い一方、高齢者はスマートフォン普及率が向上し
ているものの 70 歳以上では公共交通の経路検索に利用する方は３割未満に留まっていることから、電
話での予約も含めて研究します。 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者 

 

資料：まんのう町資料 

〔電話予約型デマンド交通の例〕 

まんのう町ではまんのう町地域公共交通会議が主体となり、まんのう町商工会が電話予約等の運営を担い、電話

予約型のデマンド交通を運行・運営しています。 

地域外でも病院
等で乗降可能 

10 回乗車相当の
金額の１か月パス 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

④ ＩＣＴを活用したニーズ把握により高い利便性を実現した公共交通サービスの検討  

公共交通に関する新技術やサービスの情報収集 

スマートフォンを利用した経済的負担軽減や利便性向上が見込まれる公共交通サービスを研究します。 

また、３Ｄマップを活用した移動環境の実態把握により潜在的移動ニーズを発掘し、公共交通網の最
適化を図ります。 

そのほか、人工知能AIにより制御された自動運転技術など未来の公共交通に向けた取り組みを研究し
ます。 

 

● スマートフォンを利用した経済的負担軽減や利便性向上が見込まれる公共交通サービ
スの研究（ライドシェアなど） 

ライドシェアは同じ方向への移動ニーズがある人と、乗車させてもよいドライバーのニーズをアプリでマッチ
ングし、相乗りする仕組みであり、タクシー利用時よりも経済的負担軽減が期待されます。公共交通を補
足する手段として、移動の利便性向上が期待されます。 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ３Ｄマップを活用した移動環境の実態把握による公共交通網の最適化 

３Ｄマップの活用により、新たな移動支援の必要性（例えば歩行における高低差による負担など）を
可視化し、公共交通の再配置や高齢者などの生活利便の改善につながる移動手段の検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔京丹後市ささえ合い交通の運行事例〕 

京丹後市では NPO が主体の交通空白地有償運送において、Uber のアプリを使って配車と乗車をマッチング

し、住民ボランティアがドライバーとして自家用車を使って地域住民や観光客等を運ぶ「ささえ合い交通」を運行し

ています。 

資料：NPO法人 気張る！ふるさと丹後町 HP 

Uber を活用 

運行主体はNPO 

ドライバーは地元のボランティア 

ドライバーの自家用車を活用 

資料：国土交通省 

移動のための基礎情報（歩道有
無、勾配）や移動支援の方法別に
要件（幅員、段差、歩車道）を整
理した３Ｄマップ 
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● 自動運転バス・タクシーの導入推進 

公共交通事業者のドライバーの高齢化やドライバー不足は深刻化しており、路線や便数の維持が困
難になる可能性があることから、未来を見据えて、自動運転バス・タクシーの導入推進に取り組みます。
自動運転が可能になれば高齢ドライバーでも事故を抑制して安全な運行が可能になったり、さらに高度
な自動運転が実現すれば、無人化が可能になります。 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者、市民 

 

〔茨城県境町における自動運転バスの運行事例〕 

茨城県境町では国内の自治体では初の自動運転バスを導入しました。運行管理、実用化プロデュースを

BOLDLY 株式会社（ソフトバンクの子会社）、車両の輸入・メンテナンスを MACNICA が行っています。車両は

NAVYA 社製の NAVYA ARMA を３台導入し、境町のコンセプトである「自然と近未来が体験できるまち」をイメー

ジしてデザインされています。 

町のコンセプトをイメージしたデザイン 

ルートは住民の要望に
合わせて順次拡大予定 

資料：茨城県境町HP 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

④ＩＣＴを活用したニーズ把握により高い利便性を実現した公共交通サービスの検討  

移動を便利にする MaaSの構築 

ルート検索、予約、決済などを一括で行いシームレスな移動を提供するためMaaSシステムを導入すると
ともに、乗り継ぎ割引、家族割引、サブスク（定額運賃）などの柔軟な運賃施策を検討します。 

 
 

● MaaSの導入によるお得でシームレスな移動の実現 

MaaS はアプリによりルート検索、予約、決済を一括で行うことが可能です。また、多様な手段を組み
合わせて最適な移動手段・ルートを検索可能であり、シームレスな移動が可能になります。デジタル化の
推進により運賃施策の選択肢が増えることから、普通運賃だけでなく、複数路線や手段を乗り継ぐ場合
の割引や、家族で移動する場合の割引、定額運賃で乗り放題など多様なサービスを交通事業者と調整
していきます。 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者 

資料：東北運輸局HP 

〔会津若松市における MaaSの取り組み事例〕 

会津若松市では会津バス、会津鉄道、JR 東日本、福島大学、商社等で会津 Samurai MaaS プロジェクト

協議会を設立し、観光 MaaSや生活 MaaS の実証に取り組んでいます。 

ステップに分けて、サービスの高度化、
対象エリアの広域化に取り組んでいる 

メニューを束ねる、増やす、沿線施設
等も含めて掛け合わせることで、より効
果が期待される 

生活 MaaS
実証の例 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

⑤三者協働による公共交通ネットワークの維持・最適化の検討  

地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系統、地域内フィーダー系統補助金）の活用 

生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供さ
れるよう国の補助金を活用し、地域公共交通の確保・維持を図ります。 

 
 

● 地域間幹線系統、地域内フィーダー系統の確保・維持 

市内を通過する路線バスは赤字により維持が懸念される路線も存在しています。しかし、生活交通と
して存続が望ましいことから、国の補助金を活用し維持・改善を図ります。なお、本計画に位置付けてい
る各種取り組みを進めるとともに、今後も沿線の状況や利用状況を踏まえて、継続的な改善に取り組み
ます。 

 

  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者 

 

資料：河内長野市資料 
地図：(c) ＮＴＴインフラネット 

運行系統図（地域内フィーダー系統） 

河内長野駅前 

奥河内くろまろの郷 

高向 

旭ケ丘 

天野山 

サイクルセンター 

滝畑ダム 

a.日野・滝畑コミュニティバス 

b.日野・滝畑コミュニティバス２ 

d.天野山線３ 

e.天野山線 5 

f.天野山線 

和
泉
青
葉
台 

金剛山ロープウェイ 

国分峠東 

天
野
山 

日
東
町
東
口 

光明池駅 

河内長野駅前 

観
心
寺 

小吹台 

B.小深線２ 
C.小吹台団地線 
D.こんごう福祉センター線 

運行系統図（地域間幹線系統） 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

⑤ 三者協働による公共交通ネットワークの維持・最適化の検討  

地域における輸送資源との連携 

各種送迎輸送（病院、介護施設、企業（従業員用）、スクールバス、宿泊施設等）の活用を検討
します。 

 
 

● 地域における輸送資源の活用・連携による移動確保 

路線バス、コミュニティバスなどの他、地域には病院やスクールバス等各種施設が実施している送迎サ
ービスが存在しています。既存の公共交通を阻害しない範囲で、そうした施設と合意が図れる場合は移
動手段が増えることとなり、市民の移動の利便性の向上が期待されます。 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者、各種施設 
 

(10) 上記同意事項に違反した場合や、著しい迷惑行為が確認された場合は、利用許可が取り消されること。 

送迎バス利用にあたっての同意事項 

上記申請者である私は、『おでかけ支援バス』を利用するにあたり、以下のすべての内容に同意した上

で、申請します。 

(１) おでかけ支援バスの利用規約を遵守すること。 

(２) おでかけ支援バス実施による関係者への影響により、運行の見直し又は中止する場合があること。 

(３) 空席状況や運行時間の遅延、運行により、乗車できない場合があること。 

(４) 交通渋滞、事故、天候等々により送迎バスの運行を休止する場合があること。 

(５) 既に満席又は送迎バス利用者が乗車することが明らかであり満席が予想される場合は、通過すること

があること。 

(６) 個人での利用に限り、団体での利用はしないこと。 

(７) 乗車中は運転者の指示に従い、シートベルト着用等の安全な乗車に努めること。 

(８) 運行中に発生した事故について、運転者、協力事業者及び本市の責めに帰すべき事由がない場合は、 

運転者、協力事業者、及び本市は責任を負わないこと。 

(９) 病院の患者等が利用するものであることを認識すること。 

資料：八尾市HP 

〔八尾市における施設送迎バスを活用した移動支援の事例〕 

八尾市では、医療施設やドライビングスクール等の送迎用バスに空席がある場合に高齢者（要利用登録）が

乗車できる高齢者「おでかけ支援バス」を実施しています。 

利用登録時の同意書で利用
時のリスクへの同意を得る 

無料で利用可 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

⑤ 三者協働による公共交通ネットワークの維持・最適化の検討  

三者協働による移動手段の確保及び負担のあり方の研究 

公共交通空白・不便地域において、市・地域住民・交通事業者の三者協働による移動手段を確保
します。一方、既に公共交通が運行している地域においても、情報共有や意見交換をしながら三者協
働による取り組みを推進し、公共交通ネットワークの維持を図ります。 

また、持続可能な公共交通を構築するために、運賃収入（収支率）と行政や地域等との負担のあ
り方を研究します。 
 
 

● 公共交通空白・不便地域における市・地域住民・交通事業者の三者協働による移動手段確保 

公共交通空白・不便地域において、これまで市・地域住民・交通事業者の三者協働による移動手段
の確保に取り組んできました。今後も、その他の路線バスやコミュニティバス等でカバーしきれない公共交
通空白・不便地域においても、三者協働による移動手段の確保に努めます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 既存の公共交通の維持に向けた三者協働による取り組みの推進 

既存の公共交通については、交通事業者の企業努力により維持されていましたが、人口減少や新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、利用者が減少し、交通事業者が苦境に立たされています。このような状
況においても公共交通を維持できるよう、利用状況などの情報を市・地域住民・交通事業者の三者で共
有し、また意見交換や協議する機会を設けるなど、危機感を持って公共交通の維持に取り組みます。 

 

 

資料：河内長野市資料 

地図：(c) ＮＴＴインフラネット 
 

〔楠ケ丘 地域乗合タクシー「くすまる」の取り組み〕 

運行開始から１０年を迎えた「くすまる」では、地域の状況変化等により、厳しい状況に転じた際にも、運行継

続のため運行日の見直しを実施するなど、協働で改善を図っています。 

〔石見川・小深・太井・鳩原 地域バス「楠坊」の取り組み〕 

バス路線が廃止されることを受けて、代替手段について地域住民と協議し、令和４年４月から自家用有償旅

客運送による地域バス「楠坊」と地域乗合タクシー（試行運行）の運行を開始しました。引き続き、利便性が向

上する取り組みを進めます。（※別途、地域公共交通利便増進事業の活用を検討します。） 

10 周年を迎えた「くすまる」。 
運行を維持できるよう 
現在も毎月会議を開催。 

資料：河内長野市資料 

地域の小中学生が 
応募した中から 
決まったシンボルキャラクター 
「楠坊」 

【事業内容】 

・利用者数に応じた交通モードの検討 

・運行回数や運行時間帯の設定 

・運賃や地域負担の検討 

河内長野駅前 

石見川 

小深 

太井 

鳩原 
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   〈JR 各社が発表した利用が少ない路線〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 持続可能な公共交通を構築するために、運賃収入（収支率）と行政や地域等との負担の
在り方を研究 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、外出率や公共交通利用者数は減少し、アフターコロナにお
いてもコロナ以前には戻らないことが想定されます。これにより運賃収入が減少し、路線や便数の維持が
厳しくなることが想定されます。そのため、運賃収入だけではなく、路線や便数の維持を図るための行政や
地域等の負担のあり方を研究します。これにより、持続可能な公共交通の構築が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者、市民 

資料：近畿運輸局HP 

〔京都府宇治市における住民負担及び三者協働による移動手段確保の事例〕 

住民、交通事業者、行政の三者協定による「宇治市のりあい交通事業」により、民間バス撤退後の公共交通

空白地域における地域の足を確保している。住民負担を導入し、収支率が高いほど住民負担が減る仕組みを構

築し、利用者増加や収支改善による事業継続を実現している。 

行政だけでなく住民も負担 

運賃収入増加 

負担だけでなく利用も促進 

資料：JR 西日本 HP、JR 東日本 HP 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

⑥ 地域住民が公共交通を「自分事」として考える意識の醸成  

意識醸成の各種取り組み 

これまでの取り組み（バス展示、見学会、絵画展・車内放送、モビリティマネジメント、広報紙での広
報等）に加え、動画作成など新たな情報発信を行うことにより、公共交通を PR します。  
 

● 地域住民が公共交通を「自分事」として考える意識の醸成 

これまでにも地域住民の意識醸成として、イベント時のバス車両展示、見学会、子供の絵画の車内展
示、子供による車内放送、モビリティマネジメントや広報紙での広報等、多様な取り組みを展開してきまし
た。こうした取り組みを今後も継続するとともに、SNS などの多様化する情報発信ツールの活用も図りな
がら、より伝わりやすい動画作成などの新たな情報発信を行い、公共交通をPRします。 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者、市民 

資料：伊賀市 HP 

資料：静岡市 HP 

〔静岡市におけるPR動画作成の例〕 

静岡市では鉄道利用促進に向けて、5 種類の動画を作成しています。３０秒～６０秒とコンパクトで見る側の負

担を抑え、問いかけを行いつつ利用促進を図っています。 

５種類の動
画を作成 

問いかけて「自分事」
としての意識を醸成 
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基本 
方針 

❶まちづくり施策と連携した公

共交通ネットワークの構築 

❷高齢化の進展や市民ニーズに 

対応した公共交通の実現 

❸利用者利便と運行効率を考慮した、市、地域住民、

交通事業者等の協働による取り組みの推進 

⑥ 地域住民が公共交通を「自分事」として考える意識の醸成  

公共交通の多様な効果の検討（クロスセクター） 

地域公共交通を廃止したときに追加的に必要となる多様な行政部門の分野別代替費用と、運行に
対して行政が負担している財政支出を比較することにより把握できる地域公共交通の多面的な効果を
検証します。  

 

● 公共交通の多様な効果の検討（クロスセクター効果） 

地域公共交通は市民や来訪者が通勤・通学、買物、通院、レジャー等で目的地へ移動する、生活に
必要不可欠な移動手段であり、医療、福祉、商業、教育、観光等多様な効果（クロスセクター効果）
をもたらします。そのため、公共交通を廃止した場合に新たに必要となる負担よりも、公共交通維持に実
施している財政支出の方が負担が小さい可能性があります。そのため、公共交通が存在していることで、
どのような効果があるか定性的に把握するとともに、分野別の代替費用の算出方法等を検討します。 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施予定時期 令和５年度～令和９年度 

実施主体 河内長野市地域公共交通会議、河内長野市、交通事業者、市民 

  

資料：滋賀県HP「クロスセクター効果分析調査報告書」 

〔近江鉄道におけるクロスセクター効果分析の例〕 

近江鉄道でのクロスセクター効果の分析結果では、「近江鉄道線の価値は、現在の事業損失額と国･県･市町から

の財政支出の合計 6 億 7,118 万円を上回る 19 億 1,059～54 億 7,265 万円と算出され、近江鉄道線を維持

するための財政支出は行政分野の支出抑制に有効である」と提示されており、赤字でも維持すべきであることを明示し

ております（「クロスセクター効果分析調査報告書」より）。 

公共交通が有する
多様な効果 

行政支出・事業損
失額よりも代替費
用が上回る 
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Plan：計画作成 
（５年後に見直し） 

 
➣河内長野市地域公共交通

計画 

Do：毎年 
取り組み実施 

 
➣バスマップの作成・配布等、

具体的な各種取り組みを実施 

Check：毎年 
取り組みの評価 

 
➣取り組み実施による、目標

達成状況を評価 

 

Act：改善策の検討 
（毎年） 

 
➣取り組み評価の結果に応じて

改善策を検討 

 

 

河内長野市 

地域公共交通会議 

7. 評価指標及び目標 

本計画では、公共交通の取り組みに関する１０年間の基本方針である「公共交通のあり方」に基づく実施計

画として、後期５年間の具体的な取り組み施策を定めています。取り組みの評価について、以下の指標を用いる

こととします。 

 

 〔評価方法〕 

 

 

 

 

 

 

表 7.1 評価指標と評価の時期 

区分 評価指標 現状 目標値 使用データ 評価の時期 

市民満足度 「バスなどの公共交通サービス」に
関する不満足度 

25.2% 
(令和 3年度) 

22.7% 
(令和８年度) 

市政アンケート 令和9年度 

「高齢者にとっての暮らしやすさ」の
不満足度 

35.6% 
(令和 3年度) 

33.1% 
(令和８年度) 

市政アンケート 令和9年度 

公共交通 
利用者数 

河内長野駅の利用者数 7,669 千人/年 
(南海 令和 2年度) 

1,890 千人/年 
(近鉄 令和 2年度) 

9,300千人/年 
(南海 令和７年度) 

2,500千人/年 
(近鉄 令和７年度) 

交通事業者 
提供データ 

令和9年度 

バス利用者数 100.0 
（令和３年度のバス年間利

用者数を 100 とした場合） 

131.1 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

日野・滝畑コミュニティバスの利用
者数 

62,555 人/年 
(令和 3年度) 

81,000 人/年 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

モックルコミュニティバスの利用者数 50,794 人/年 
(令和 3年度) 

56,000 人/年 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

行政負担 くすまるの収支率 47.2% 
(令和 3年度) 

66.0% 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

モックルコミュニティバス利用者１人
あたりの行政負担額 

401 円 
(令和 3年度) 

333 円 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

日野・滝畑コミュニティバス利用者
１人あたりの行政負担額 

450 円 
(令和 3年度) 

339 円 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

バス路線維持に対する補助（収
支不足に占める補助割合） 

68.1% 
(令和 3年度) 

71.9% 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

石見川・小深・太井・鳩原の地域
バス等の100円の収入を得るため
に必要なコスト 

※令和４年度 
運行開始 

158円 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

市民意識 くすまるの利用者数 19,640 人/年 
(令和 3年度) 

22,500 人/年 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

石見川・小深・太井・鳩原の地域
バス等の利用者数（児童・生徒
を除く） 

※令和４年度 
運行開始 

1800 人/年 
(令和８年度) 

交通事業者 
提供データ 

毎年 

「市民同士の連携や市民と行政の
協働」に関する不満足度 

11.0% 
(令和 3年度) 

10.0% 
(令和８年度) 

市政アンケート 令和9年度 

市民公募希望者数（交通会議
委員） 

2 人 
(令和 2年度) 

６人 
(令和８年度) 

市保有データ 令和9年度 

※評価指標のうち、利用者数等に関連する指標については、新型コロナウイルス感染症の影響が出る前の 95%で一律に設定しています。 
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 8. おわりに 

 

河内長野市では、平成３０年３月に「河内長野市公共交通のあり方」を改訂し、「将来も安心して生活で

き、住み続けられるまちづくりを支える公共交通」を将来像に掲げるとともに、前期の実施計画である「第２期地

域公共交通網形成計画」に位置付けられた様々な取り組みを展開してきました。 

 

高齢者公共交通利用促進策やコミュニティバスを活用した PR 施策や利便性向上などの取り組みで、令和元

年度までは概ね順調に目標に向けて進んでいました。しかし、令和２年度以降は、新型コロナウイルス感染症に

より公共交通利用者は激減し、交通事業者の経営状況は深刻な状況に陥っております。併せて、かねてから課

題となっている人口減少・少子高齢化による公共交通利用者の減少の影響も踏まえると、公共交通を取り巻く

環境はより一層厳しいものになると想定されます。このような状況においても、公共交通はまちの賑わいを促す動

脈であり、日常生活に不可欠なインフラであることから、公共交通ネットワークを持続的に確保していく必要があり

ます。 

 

その際重要になることは、公共交通維持や利便性向上のための「財源の確保」および「公共交通とマイカーの

適正な手段分担」です。財源の確保については、これまで取り組んできた利用促進や多様な連携は引き続き取り

組むとしても、それだけで厳しい状況をクリアすることは限界があり、公共交通を重要な共有財産として共通認識

を持ち、財政負担を含めた支えるための役割分担が必要となります。 

 

また、本市のマイカー分担率の高さは、マイカーが公共交通に比べて、移動時間、費用等様々な面で利便性

が高いことが要因と考えられます。このような状況で従来の公共交通の利用促進に取り組んでも利用者維持・向

上は難しいと考えられます。公共交通とマイカーの適正分担できる環境整備に向けて、運賃面や都市整備面に

おいて公共交通の優位性を高めながら、必要に応じてマイカーとの棲み分けを図ることも検討する必要があると思

われます。 

 

公共交通とまちづくりはセットで考える必要があり、都市計画マスタープランにおいて、将来都市構造として「集

約型連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」を示しており、その実現を目指すため立地適正化計画を策定

しています。その中で定めた居住誘導区域の拠点をつなぐ軸を中心に利便性を維持・向上するとともに、地域の

実情に応じた交通を確保し、持続可能な公共交通ネットワークの確立を目指します。 

  

今回の地域公共交通計画は、「河内長野市公共交通のあり方」の後期の実施計画として策定しましたが、ま

すます厳しくなる財政状況や公共交通に対する多様化するニーズを勘案すると、今後、行政・交通事業者・地域

住民などの負担のあり方を踏まえ、公共交通の在り方を協議・整理し、それらを反映した公共交通の長期的な計

画が必要になると考えられます。 

 


